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第１章 計画策定の趣旨 

第１節 計画策定の背景と目的 

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及

び産業構造の変化に伴い、全国的に空家等が増加しており、その中には、適切な管理が

されず、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。 

 このような状況を踏まえ、国は、平成 27 年５月に「空家等対策の推進に関する特別

措置法（平成 26 年 11 月 27 日法律第 127 号。以下「法」という。）を施行し、地方公

共団体は、法に基づく空家等対策の取組を進めてきました。 

 しかし、今後も高齢化などを要因に、居住目的のない空家等の更なる増加が見込まれ

ることを踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等への対策を進めるため、令

和５年６月に法改正が行われ、空家等の「活用拡大」「管理の確保」「特定空家等の除却

等」を３本の柱として、管理不全空家等に対する指導・勧告の仕組みの創設や市町村長

による相続財産の清算人等の選任要求が可能になるなど、地方自治体の対応を強化する

ことが示されました。 

 本市においては、平成 29 年２月に「帯広市空家等対策計画」を策定し、空家等に関

する問題の解決に向けて取組を進めてきましたが、今後も人口減少や高齢化率の上昇が

続くと見込まれることから、社会情勢に沿った空家等対策を取り組んでいく必要があり

ます。 

 以上のことから、本市における空家等に関する対策を見直し、総合的かつ計画的に取

組を進め、防災や衛生などの生活環境の保全を図ることを目的に本計画を策定します。 

 

第２節 計画の位置づけ 

（１）法的な位置づけ 

 本計画は、法第７条第１項に規定する「空家等対策計画」として策定します。 
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（２）諸計画との関連性 

 本計画は、「第七期帯広市総合計画」や「帯広市住生活基本計画」との整合のほか、

国の「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（以下

「基本指針」という。）に即し、北海道の「空き家等対策に関する取組方針」との整合

を図るものとします。 

 

 

図 1-1 計画の位置づけ 

 

 また、本計画は、SDGｓ（持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals））

のうち、「第七期帯広市総合計画」（施策：21 都市基盤の整備と住環境の充実）がかか

わるゴールの達成に取り組みます。 

 

  

国 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に
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第３節 計画の策定体制 

 本計画は、地域住民及び法務、不動産、建築、福祉などに見識を有する方から、広く

専門的かつ客観的な意見をいただく場として上位計画である「帯広市住生活基本計画」

において設置した「帯広市住生活基本計画専門家委員会」における意見や、市民の意見

等を踏まえ策定しました。 

 

第４節 計画期間 

 計画期間は、令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までの 10 年間としま

す。 

 ただし、関連する諸計画等の見直しや、社会経済状況等の変化などを踏まえ、必要に

応じて見直しを行うこととします。 

 

第５節 計画の対象 

（１）対象とする空家等 

 法で定める「空家等（特定空家等を含む。）」及び今後空家等となることが想定される

建物を対象とします。 

 

（２）対象とする地区 

 本計画の対象とする地区は、市内全域とします。 

  

帯広市

住生活基本計画

専門家委員会

帯広市

市民・

関係団体

建設

委員会

協議

意見

意見

（パブリックコメント）

報告

報告

意見
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第２章 空家等の現状 

第１節 統計調査による現状 

（１）総人口と年齢３区分別人口 

 国勢調査における帯広市の総人口は、平成 12 年をピークに現在は減少局面に入って

おり、帯広市人口ビジョンでは令和 27 年には 14.5 万人程度まで減少するものと推計

しています。 

65 歳以上の高齢者人口は増加を続けており、平成 27 年の高齢化率は 26.4%で、帯

広市人口ビジョンでは令和 27 年には 37.2%まで増加するものと推計しています。 

 
図 2-１ 帯広市の年齢別人口の推移 

出典：各年国勢調査結果及び帯広市人口ビジョンによる将来展望人口 

 

（２）世帯数と平均世帯人員の推移 

 本市の人口は平成 12 年をピークに減少傾向にあるのに対し、世帯数は依然として増

加傾向にあり、令和２年で 80,175 世帯となっています。一方、平均世帯人員は減少傾

向にあり、令和２年で１世帯当たり 2.08 人となっています。 

 
図 2-２ 世帯数と平均世帯人員の推移 

出典：各年国勢調査結果（総務省統計局） 
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（３）家屋棟数の推移 

 家屋棟数は、平成 28 年では 66,668 棟でしたが、年々増加しており、令和４年では

68,110 棟となり、１年当たり平均で約 240 棟増加しています。 

 
図２-３ 家屋等数の推移 

出典：帯広市固定資産概要調書 

 

（４）高齢者世帯数の推移 

 一般世帯総数は令和２年で 79,933 世帯となり、増加傾向にありますが、65 歳以上

の親族がいる世帯の割合も年々大きくなっています。 

 
図 2-４ 世帯の内訳 

出典：各年国勢調査結果（総務省統計局） 
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（５）高齢者世帯の住宅所有形態 

高齢者世帯の住宅所有形態は、持家に居住している世帯では高齢単身世帯は 6,769

世帯（62.6％）、高齢夫婦世帯は 8,222 世帯（88.5％）となっており、主世帯総数（53.9％）

に比べ、高い割合となっています。 

 近い将来に空き家になる可能性がある、持家に居住している高齢単身世帯と高齢夫婦

世帯を合わせると 14,991 世帯となっています。 

 
図 2-５ 高齢者世帯の住宅所有形態 

出典：令和２年度国勢調査結果（総務省統計局） 

 

（６）高齢者世帯の持家数の推移 

 高齢単身世帯や高齢夫婦世帯が居住する戸建て住宅は、将来、住み替えなどにより空

き家になる可能性がある、いわゆる「空き家予備軍」と言われています。 

持家に住む高齢者世帯数は増加傾向にあり、さらに高齢単身世帯については、平成 17

年から令和２年にかけて２倍近くに増加しており、空き家予備軍が年々増えてきている

ことが分かります。 

 
図２-６ 持家に住む高齢者世帯数の推移 

出典：各年国勢調査結果  
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（７）都道府県地価の推移 

 本市の地価は、平成 27 年以降上昇傾向で令和５年では、35,500 円/m2 となってい

ます。全国、全道、道内６都市で比較すると、令和５年の地価は札幌市に次いで高く、

全道平均を 11,900 円/m2 上回っています。 

 
表２-１ 都道府県地価（住宅地）（全国、全道、道内６都市平成 26 年～令和５年） 

 

（８）持家取得の状況 

 持家取得の状況を見ると、中古住宅の購入割合は 11.8％（平成 30 年）とな

っており、全国、全道、道内６都市で比較すると最も低いですが、住生活基本計

画で行った市民意向調査結果によると、住み替え先としては「中古の一戸建て住

宅」が約 23％となっており、一定の需要がうかがえます。 

（単位：円/㎡）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

帯広市 23,400 23,400 24,700 24,800 25,100 25,800 26,600 28,700 31,500 35,500

全国 67,800 68,200 68,800 70,000 71,200 73,100 73,600 74,200 75,600 77,700

全道 18,100 18,000 18,300 18,800 19,000 19,200 20,000 20,800 22,000 23,600

札幌市 60,100 61,300 64,500 66,400 71,100 74,400 79,700 86,000 93,500 103,500

旭川市 21,300 21,200 21,700 21,700 22,100 22,000 21,500 21,700 21,400 21,700

函館市 34,800 34,400 34,100 33,900 33,400 32,600 32,400 31,400 28,800 28,700

苫小牧市 16,900 16,600 16,600 16,300 16,000 15,800 15,700 15,800 16,100 20,400

釧路市 15,700 15,600 15,600 15,600 15,600 15,800 15,600 15,400 14,800 14,800
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図 2-7 持家取得状況の比較 

出典：平成 30 年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局） 

 

 

図 2-8 住み替え先の住宅 

出典：帯広市住生活基本計画          
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2,980世帯

(6.5%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

帯広市

全国

全道

札幌市

旭川市

函館市

苫小牧市

釧路市
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宅
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新築のマンションなど

の共同住宅

3件
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建て住宅
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の共同住宅

2件
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第２節 空家等対策の取組 

前計画では、以下の（１）～（３）の３つの取組を柱に、総合的な空家等の対策を行

いました。 

（１）情報発信の充実・相談体制の整備 

ア 空家等対策に関するリーフレット等の作成及び配布 

広報やホームページによる情報提供のほか、空き家所有者へ空き家対策に関す

る資料を年２回配布しています。 

 

イ 地域に出向く説明会や出前講座の実施 

平成 29 年度から地域へ出向く説明会や出前講座を開催していますが、令和２年

度以降は新型コロナウイルス感染症の影響により中止しています。 

 

ウ 関係団体等と連携したワンストップ相談体制の整備 

法律や不動産、建築等の専門家による相談体制「ワンストップ相談窓口」や「住

まいの総合相談窓口」を開設し、空き家を含めた各種相談に対応しています。 

 
表２-2 ワンストップ相談窓口の相談件数 

 

 
図２-9 空き家の問合せ件数 

 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4
相談件数（件） 7 11 6 8 6 6
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エ 住宅や不動産、福祉等のイベントでの相談窓口の実施 

主催団体と協力を図りながら、市職員による相談窓口を設置しています。 

 
表２-3 イベント参加実績 

 

オ 地域における相談機会の提供 

市外で開催された北海道空き家相談会に参加しています。 

 

カ 空家等に関する苦情への対応 

空家等に関する苦情を受けた場合、所有者に対して文書等で連絡を取り、適切

な管理を促しています。苦情の内訳は「建物、附属物の破損」「樹木の繫茂」が

大きい割合を占めていますが、動物のすみつきやごみの放置など「その他」の割

合も例年大きいことから、空き家問題の多様性が見られます。 

 
表２-4 苦情の内訳 

 

（２）空家等の利活用促進 

ア 空家等の改修促進 

平成 29 年度に「帯広市空家改修補助金」を創設し、空家等の利活用促進を図

っています。 

・補 助 額：対象工事費用（消費税相当額を除く。）の 30％（上限 30 万円） 

・補助件数：２件 

 
表２-5 帯広市空家改修補助金利用実績 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4
くらしのよろず相談会 〇 〇 〇
みんなの消費者展 〇 〇
住宅リフォームフェア 〇

（単位：件）

H29 H30 R1 R2 R3 R4 合計

建物、附属物の破損 8 18 11 9 21 14 81
樹木の繁茂 12 10 5 9 17 16 69
落雪 7 2 2 4 4 6 25
その他 5 10 2 10 15 4 46
合計 32 40 20 32 57 40 221

年度
苦情内容

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4
補助申請件数（件） 1 2 1 2 0 2
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イ 空き家情報バンクの利用促進 

北海道が運営する北海道空き家情報バンクへの登録を「帯広市空家改修補助金」

の対象要件とし、利用促進を図っています。 

 

ウ 住み替え制度の利用促進 

（一社）移住・住みかえ支援機構の認定講習を受講し「マイホーム借上げ制度」

の相談窓口を開設の上、リーフレットによる周知を実施しています。 

 

（３）特定空家等の解消促進 

ア 特定空家等の解体・改修・是正促進 

平成 29 年度に、特定空家等の解体促進を目的として「帯広市特定空家解体補助

金」を創設しています。 

・補 助 額：対象工事費用（消費税対象額を除く。）の 80％（上限 50 万円） 

・補助件数：10 件 

 
表２-6 帯広市特定空家解体補助金利用実績 

 

イ 所有者等への助言・指導 

現地調査や苦情等で把握した危険な空き家については、所有者等に対して適切

な管理を促すとともに、状況に応じて特定空家等に認定し、指導を行っています。 

 

（４）前計画の成果目標について 

前計画の成果目標は、令和５年の空き家数を 1,093 か所未満に減少させることとし

ていたのに対し、令和４年時点で把握している空き家数は 1,086 か所と目標値を下回

っています。 

 

 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4
補助申請件数（件） 5 10 8 6 3 4



14 

 

第３節 空き家の実態調査 

（１）空き家実態調査について 

本市では、市内全域の家屋の水道利用情報を基に、一年以上水道が使われていない建

物を対象として平成 27 年度から空き家の実態調査を行っています。その概要は次の

とおりです。 

調査方法：調査対象建築物の現況を目視により確認 

調査項目：建物の状況（屋根、外壁、バルコニー、附属建物の状況） 

     敷地の状況（雑草、樹木、ゴミの有無） 

判定区分：A 判定 建物に破損がない・樹木などが管理されている 

     B 判定 建物が一部破損・樹木などが管理されていない 

     C 判定 建物が大きく破損・樹木の枝などが通行に支障あり 

 

（２）空き家データベース  

空き家の実態調査の結果、空き家の可能性がある建物については、その所有者に対

して文書で照会の上、データベースに登録しています。 

空き家数の推移は、平成 27 年度の実態調査で把握した 1,093 か所を基準とすると、

平成 28 年度に「帯広市空家等対策計画」を策定後、平成 30 年度までは横ばいに推移

し、令和２年度に 980 か所まで減少したものの、令和３年度からは増加傾向となり、

令和 4 年度は 1,086 か所となっています。 

 また、その年に新たに空き家として確認された「新規空き家件数」について近年増

加している一方で、空き家ではなくなったことを示す「除却・利活用件数」について

も堅調に増加傾向にあります。 

 各判定の推移は、B、C 判定に大きな変化はなく、A 判定が空き家数の推移と同様に

増加傾向になっています。 
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図２-10 空き家件数の推移と新規空き家、除却・利活用件数 

 

 
図２₋11 判定区分別空き家件数 
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（３）地区別の空家等数  

令和４年時点での地区別の空家等数は、西地区が最も多く、269 か所となっていま

す。また、東地区・鉄南地区・西地区・川北地区で B・C 判定の空家等数が多く、管

理されていない空家等が多い傾向が見られます。 

 

表２₋7 地区別の空家等数 

 

 

図２-12 各地区の境界図  

（単位：棟）

合計

1,086
Ａ 141 84.9% 169 88.9% 243 90.3% 148 85.1% 75 93.8% 151 93.8% 39 84.8% 971
Ｂ 18 10.8% 17 8.9% 22 8.2% 24 13.8% 5 6.7% 7 4.3% 3 6.5% 97
Ｃ 7 4.2% 4 2.1% 4 1.5% 2 1.1% 0 0.0% 3 1.9% 4 8.7% 24

空家等数

判定

地区名 東

166

鉄南

190 269

西 川北 西帯広 南 農村

174 80 161 46
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第４節 アンケート調査 

（１）アンケート調査の概要 

・実施期間：令和４年 10 月～令和４年 12 月 

・調査対象：市の空き家データベースに登録している空き家所有者 

・対象人数：966 名 

・調査項目：所有者の年齢、建物の使用状況、使用していない理由、日頃の管理状況、

今後の活用について、建物について困っていること、市の空家等対策への希

望 など 

 

（２）アンケートの発送・回答状況について 

アンケートは 323 名（回答率 33.4％）から回答がありました。 

 その内訳は、市内 218 名、道内 66 名、道外 39 名となり、居住地域による回答率に

大きな差は見受けられませんでした。 

また、空き家実態調査の判定別の回答率は A 判定が比較的高く、B・C 判定が比較的

低い結果となりました。 

 
表 2-8 令和４年度アンケート発送・回答状況 

 

また、平成 28 年度のアンケート回収率は表 2-９のとおりです。 

 
表 2-9 平成 28 年度アンケート発送・回答状況 

 

（単位：件）

発送 回答 発送 回答 発送 回答
A 864 301 34.8% 593 203 168 61 103 37
B 81 17 21.0% 57 12 16 5 8 0
C 21 5 23.8% 14 3 3 0 4 2

計 966 323 33.4% 664 218 187 66 115 39
回答率

道外

32.8% 35.3% 33.9%

判定 発送 回答 回答率
市内 道内

（単位：件）

発送 回答 発送 回答 発送 回答
A 806 444 55.1% 580 328 171 89 55 27
B 79 56 70.9% 57 41 14 11 8 4
C 15 9 60.0% 10 5 5 4 0 0

計 900 509 56.6% 647 374 190 104 63 31
回答率

道内 道外

57.8% 54.7% 49.2%

判定 発送 回答 回答率
市内
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（３）所有者の年齢層 

所有者を年齢別に分けた場合、65～74 歳が 121 名（37.5％）と最も多く、次いで

75 歳以上が 106 名（32.8％）となっています。 

 
表 2-10 空き家所有者の年齢層 

 

（４）建物を使用していない理由 

 建物を使用していない理由について、「相続による取得、相続人が決まらない」が 70

名（30.8％）、次いで「入院や施設に入所」が 45 名（19.8％）と大きな割合を占めて

います。 

 また、「資産として保有」の割合が増加しています。 

 
表 2-11 建物を使用していない理由 

 

（５）日頃の管理状況について 

 日頃の管理について「行っている」が 256 名（79.3%）、「行っていない」が 64 名

（19.8%）となっています。 

 
表 2-12 日頃の管理状況 

  

年齢 60歳未満 60～64歳 65～74歳 75歳以上 無回答 法人 合計
H28回答数（件） 100 64 185 139 17 4 509

割合 19.6% 12.6% 36.3% 27.3% 3.3% 0.8% 100%
R４回答数（件） 58 27 121 106 1 10 323

割合 18.0%（↓） 8.4%（↓） 37.5%（↑） 32.8%（↑） 0.3%（↓） 3.1%（↑） 100%

理由 一時退去
転勤等で
不在

入居人
退去

相続関係
入院・施
設入所

老朽化
資産とし
て保有

その他 無回答 合計

H28回答数(件) 29 78 55 58 57 12 18 5 283

割合 10.2% 27.6% 19.4% 20.5% 20.1% 4.2% 6.4% 1.8% 100%

R４回答数(件) 5 7 28 70 45 38 16 14 4 227

割合 2.2%(－) 3.1%(↓) 12.3%(↓) 30.8%(↑) 19.8%(↓) 16.7%(↓) 7.0%(↑) 6.2%(↓) 1.8%(→) 100%

※重複回答あり

状況 行っている 行っていない 無回答 合計
H28回答数（件） 406 71 32 509

割合 79.8% 13.9% 6.3% 100%
R４回答数（件） 256 64 3 323

割合 79.3% 19.8% 0.9% 100%
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また、管理を行っている人は「自分」が多く 193 名（63.1%）、次いで「子供や親

族」が 89 名（29.1％）となっています。 

 

表 2-13 管理を行っている人 

また、管理を行っていない理由は「遠方」が 22 名（26.8％）、「金銭」が 17 名（20.7％）

となっています。 

 
表 2-14 管理を行っていない理由 

（６）今後の活用について 

今後の活用について、「売却」が 115 名（26.7％）、「解体」が 105 名（24.4％）と

大きな割合を占めています。 

 

表 2-15 今後の活用方法 

 また、（５）において「金銭的問題」を理由に管理を行っていないと回答した 17 名が

今後の活用についてどのように考えているかまとめると、「特に考えていない」が１名

（4.0％）にとどまり、「売却」が 10 名（40.0％）、「解体」が７名（28.0％）と大きな

割合を占めています。 

 
表 2-16 金銭的問題で管理を行っていない人の今後の活用方法 

管理者 自分 子供や親族 知人や友人 管理業者 無回答 合計

H28回答数（件） 304 131 25 32 95 587
割合 51.8% 22.3% 4.3% 5.5% 16.2% 100%

R４回答数（件） 193 89 10 12 2 306

割合 63.1% 29.1% 3.3% 3.9% 0.7% 100%

理由 遠方 金銭 権利 手続 身体 時間 その他 無回答 合計
H28回答数（件） 23 22 9 9 11 16 16 4 110

割合 20.9% 20.0% 8.2% 8.2% 10.0% 14.5% 14.5% 3.6% 100%
R４回答数（件） 22 17 4 4 9 9 14 3 82

割合 26.8%（↑） 20.7%（↑） 4.9%（↓） 4.9%（↓） 11.0%（↑） 11.0%（↓） 17.1%（↑） 3.7%（↑） 100%

方法 解体
特に考え
ていない

その他 無回答 合計

H28回答数（件） 131 35 42 41 660

割合 19.8% 5.3% 6.4% 6.2% 100%

方法 自宅 物置 貸家 売却 解体
特に考え
ていない

その他 無回答 合計

R４回答数（件） 41 55 41 115 105 31 36 6 430
9.5% 12.8% 9.5% 26.7%

※重複回答あり

割合 24.4% 7.2% 8.4% 1.4% 100%
22.3% 36.3%

自己使用（居住・
保管場所等）

流通（賃貸・売却）

166 245

25.2% 37.1%

方法 自宅 物置 貸家 売却 解体
特に考えて
いない その他 合計

回答数 1 2 2 10 7 1 2 25

割合 4.0% 8.0% 8.0% 40.0% 28.0% 4.0% 8.0% 100%

※（５）日頃の管理状況についてで「金銭的問題」と回答した17名を対象。重複回答あり
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今後の活用について「売却」と回答した 115 名と「解体」と回答した 105 名につい

て、それぞれの実施予定時期は共に「３年以内」が最も多く、次に「１年以内」が多い

結果となっています。売却予定が「１年以内」と回答した人は 29 名（25.2％）、解体

予定が「１年以内」と回答した人は 19 名（18.1％）となっています。 

 
表 2－17 売却時期と解体時期 

（７）建物について困っていること 

「特に困っていない」及び「無回答」は合わせて 157 名（40.4％）となっており、

半数近くを占めていますが、「改修・解体費用」に困っていると回答した人が 81 名

（20.9％）、「日常管理」に困っていると回答した人が 53 名（13.7％）、「改修・解体の

相談先がわからない」「賃貸や売却の相談先がわからない」は合わせて 48 名（12.4％）

となっています。 

 
表 2-18 建物について困っていること 

 

（８）市の空家等対策について希望すること 

 市の空家等対策に希望することは、「特にない」と「無回答」を合わせて 169 名（39.7％）

となっていますが、「改修や解体を相談できる工事業者がわかるとよい」及び「管理や

活用を相談できる不動産業者がわかるとよい」を合わせて 122 名（27.6％）、「不動産

業者の紹介を紹介してもらえる仕組み」が 52 名（12.2％）となっています。 

 
表 2-19 空家等対策に期待すること 

売却時期 １年以内 ３年以内 ５年以内 １０年以内 未定 無回答 合計
回答数（件） 29 44 11 15 13 3 115
割合 25.2% 38.3% 9.6% 13.0% 11.3% 2.6% 100%

解体時期 １年以内 ３年以内 ５年以内 １０年以内 未定 無回答 合計
回答数（件） 19 36 14 18 14 4 105
割合 18.1% 34.3% 13.3% 17.1% 13.3% 3.8% 100%

選択項目
改修・解
体費用

改修・解体
の相談先
が分からな

い

賃貸や売
却の相談
先が分から
ない

相続問題 日常管理
特に困っ
ていない

その他 無回答 合計

回答数（件） 81 24 24 18 53 129 31 28 388
割合 20.9% 6.2% 6.2% 4.6% 13.7% 33.2% 8.0% 7.2% 100%

※重複回答あり

選択
項目

不動産業者を
紹介してもら
える仕組み

金融機関の融
資があるかわ
かるとよい

改修や解体を
相談できる工事
業者がわかると

よい

管理や活用を
相談できる不動
産業者がわか
るとよい

空き家の売買
情報を提供す
る空き家バン

ク等

出前講座やセ
ミナー等をもっ
と開催してほ

しい

特にない その他 無回答 合計

回答数（件） 52 37 81 41 22 9 123 15 46 426
割合 12.2% 8.7% 19.0% 9.6% 5.2% 2.1% 28.9% 3.5% 10.8% 100%
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第５節 現状の分析 

（１）統計調査と実態調査 

 本市の人口は減少傾向にあるのに対し、65 歳以上の高齢者人口は増加傾向にあり、

空き家の推移では、近年、新規空き家件数が除却・利活用件数を上回り増加傾向にあり

ます。 

現状では世帯分離が進み、世帯数は依然として増加傾向にありますが、将来的に世帯

数が減少局面に入ると、更なる空き家数の増加が予想されます。 

また、住宅地の地価上昇や物価の高騰などにより、新たな住宅取得に必要な費用が上

昇していることから、空き家の有効活用を促進することが重要です。 

（２）アンケートの発送・回答状況について 

前回（平成 28 年度）のアンケートと比べると回答率が 56.6%→33.4%と大きく低

下していることから、所有者意識の不足などが懸念されます。また、道外の所有者数が

63 名→115 名と約８割増えており、遠方に居住していることで、住宅の処分が困難、

または時間を要することにより、管理不全となるケースの増加が懸念されます。 

（３）空き家所有者の年齢層 

64 歳以下の所有者の割合が 32.2%→26.4%に減少し、65 歳以上の所有者の割合が

63.6%→70.3%に増加しており、所有者の高齢化が進んでいます。 

このことから、高齢化を原因とした空家等の管理不全などの課題が増えていくことが

予想されます。 

（４）建物を使用していない理由 

前回調査と比較して「相続関係」の割合が 19.4％→30.8％と約１割増加しています。

また、「入院・施設入所」が依然として全体の約２割と大きな割合を占めていることか

ら、高齢化率の上昇が空き家発生の大きな要因であることがわかります。今後の空き家

の発生抑制には、空き家になる前から利活用や解体等について、空き家所有者や相続を

受ける可能性が高い年齢層へのより効果的な情報周知が重要であると考えます。 
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（５）日頃の管理状況について 

管理を行っていない理由は多岐にわたり、「遠方居住」「身体的理由」及び「時間がな

い」を理由にしている人が半数近くを占めています。管理不全となる前に、早期の解体・

売却や、第三者に管理を依頼するなどの対応をとることが重要です。 

また、「金銭的問題」が全体の約２割を占めていますが、そのうち約７割が今後の活

用について売却・解体を考えていることから、早期売却・解体に向けて経済的支援や相

談窓口の設置等を行うことが効果的と考えられます。 

（６）今後の活用について 

今後の活用について、令和４年度と平成 28 年度のアンケートを比較すると自己使用

を考えている所有者の割合が 25.2%→22.3%に減り、解体の割合が 19.8％→24.4％

に増加していることから、利活用せず解体を望む所有者が増えていると考えられます。 

しかし、売却や解体までに数年かかる見込みと回答した所有者が多いことから、相談

窓口の設置等により障害となっている事由を把握し、問題解消に向けてアプローチをし

ていく必要があると考えられます。 

（７）建物について困っていること 

建物について困っている内容では「改修・解体費用」と答えた所有者が最も多く、早

期の活用や解体には経済的支援等が重要と考えます。 

 また、「改修・解体費用」、「日常管理」及び「相談先」について困っていると回答し

た所有者が半数近く占めていることから、補助制度の内容や適切な管理の方法のほか、

法改正で所有者にとって重要な情報や、国の制度・市の相談窓口の紹介など、適切な情

報が所有者に届くよう情報周知の充実が必要と考えられます。 

（８）市の空家等対策について希望すること 

 「改修や解体を相談できる工事業者がわかるとよい」、「管理や活用を相談できる不動

産業者がわかるとよい」及び「不動産業者を紹介してもらえる仕組み」が約４割と大き

な割合を占めていることから、市の相談窓口の充実や不動産業者の紹介が出来るような

仕組みの構築が必要と考えられます。  
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第３章 空家等対策の課題 

 空家等対策の課題については、これまでの取組結果や帯広市の現状、所有者アンケー

トの結果を踏まえ、次の（１）～（６）が挙げられます。 

 

（１）所有者意識の醸成 

 空家等に対する所有者意識の不足は、空家等が放置され、周囲に悪影響を及ぼす空家

等の増加につながるなど、様々な問題やトラブルの根本的原因になります。 

 所有者に空家等の適切な管理を促し、管理不全空家等が周辺地域にもたらす諸問題等

について正しく認識してもらうことで、所有者としての管理責任等の意識を醸成する必

要があります。 

 

（２）適切な管理の促進 

空き家の増加に伴い、管理不全空家等も増えていくことが想定されます。 

 また、管理不全空家等はそのまま放置されると建物の倒壊や庭の樹木の繁茂など、周

囲に悪影響を及ぼします。 

 所有者には、管理不全空家等になる前に、適切な管理について認識してもらい、自己

管理が難しい場合は、親族や近隣の方に管理を依頼するか、管理業者を利用することな

どを促す必要があります。 

 また、所有者不明等の理由から、空き家の適切な管理が見込まれない危険な空き家が

ある場合は、財産管理制度の利用等により解決を図る必要があります。 

 

（３）情報周知 

空き家の管理に関する情報や相談先、補助金など、所有者等が利用できるサービス等

について、その情報が行き渡っていないために、空き家問題に発展するケースがありま

す。 

 情報の周知にあたっては、閲覧者の主な利用コンテンツ等を加味するなど、周知方法

を工夫する必要があります。 
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（４）経済的負担の軽減 

 令和３年に改正された大気汚染防止法によるアスベスト事前調査の義務化や燃料費

の高騰をはじめとした解体費用の上昇等により、空き家の管理や改修・解体に係る空き

家所有者の金銭的な負担が大きいことから、空き家に関する補助制度の利用促進などに

より、経済的負担を軽減する必要があります。 

 

（５）相談窓口の充実、相談先の明確化 

 空き家の相談窓口には、処分の方法やほかの相続人との関係、解体・売却費用の見込

みなど、多岐にわたる相談があり、それぞれの所有者の状況に合った適切な相談対応が

求められます。 

そのため、市の相談体制の充実や相談先の明確化により、所有者の抱える空き家の悩

みを早期解決できるよう努める必要があります。 

 

（６）不動産業者とのつながりの強化 

空き家所有者の中には、空き家の処分を考えていても知っている不動産業者がいない、

信頼のおける業者がわからない、遠方に居住していて現地の業者の情報がないという方

がいます。 

そのため、市と関係団体が連携し、売却や賃貸、専門的な相談など、様々な空き家問

題の解決につなげる仕組みを整備していく必要があります。 
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第４章 基本方針 

 「第３章 空家等の課題」を踏まえ、本計画においては、次の（１）～（３）の基本

方針のもと、空家等対策を推進します。 

（１）空き家の発生抑制 

 空き家は年々増加しており、適切に管理が行われない空き家は、地域の住環境の悪化

や防災力の低下につながります。 

空き家の多くは相続に伴って発生していることから、空き家所有者への意識啓発のみ

ならず、空き家予備軍に住む高齢者など広く市民に共有し、空き家問題を社会の共通認

識とすることで、空き家の発生を未然に防ぎ、良好な住環境の維持を目指します。 

（２）空き家の活用促進 

 空き家は、居住している住宅に比べ劣化が進むため、改修のための費用負担が大きく

なることで、活用が困難になります。そのような状況になる前に、空き家の活用方法の

周知による意識啓発や空き家の活用等に対する補助のほか、市が民間団体と連携の上、

所有者と活用希望者とのマッチングのサポートによる流通促進などにより、既存の空き

家を活用し、地域コミュニティの維持を目指します。 

（３）空き家の適切な管理・除却の促進 

 本市では、令和４年度で 1,086 か所の空き家を把握しており、管理不全状態が進行

しているものも見受けられます。空き家の管理は、第一義的には所有者の責任であり、

所有者の意識の醸成が必要なことから、空き家のリスク、活用メリットの発信による適

切な管理の確保や危険な空き家の解体に対する補助及び財産管理制度の活用などによ

り、管理不全空家等や特定空家等となる前の空き家の適切な管理や早期除却を促すこと

で、住民の生活環境の保全を目指します。  
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第５章 具体的取組 

第１節 取組内容 

 「第３章 空家等の課題」で挙げられた各課題に必要な対策を次のとおり実施します。 

凡例： 

 

 

 

 

 

 

 

（１）情報発信の充実 

ア 空き家ガイドブックの作成 

 空き家所有者やこれから空き家を所有する可能性がある方に向けて、空き家対策

に関する情報や困ったときの相談先をまとめたガイドブックを作成し公表します。 

また、空き家所有者等への送付や社会福祉施設入所時に配布するなど、空き家対

策に関する具体的な情報を適切な機会に発信します。 

 

イ リーフレット等の作成  

 市民に広く空き家問題を認識してもらうため、リーフレット等を作成し、配布しま

す。 

 また、リーフレット等を活用し、広報おびひろやホームページ等による周知・啓発

を行います。 

 

ウ 地域に出向いた出前講座の実施 

 地域等で開催するイベントや地域交流サロン等で、地域に出向いた説明会や出前講

座を行うなど、効果的な情報発信をします。 

所 …所有者意識の醸成 管 …適切な管理の促進 情 …情報周知 

経 …経済的負担の軽減 相 …相談窓口の充実、相談先の明確化 

不 …不動産業者とのつながりの強化 

新 …新規に取り組む対策 拡 …拡充して取り組む対策 

継 …継続して取り組む対策 

所 管 情 新 

所 管 情 継 

情 相 継 
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（２）相談体制の整備 

ア ワンストップ相談窓口の充実 

 相談体制の強化として、遠方に居住している所有者等も空き家に関して専門的な相

談ができるように、現在実施している「ワンストップ相談窓口」においてインターネ

ットを通じた相談対応を行います。 

 

イ 他団体主催のイベント等における相談窓口の実施 

 イベントの主催団体等と協力を図りながら、来場者が多く見込める住宅や不動産、

福祉等のイベント時に市職員等による相談窓口を設置します。 

 

（３）所有者情報の外部提供 

ア 空き家マッチングシステム 

 関係団体と提携し、所有者の同意を得られた空き家の情報を団体に提供して売却

や賃貸に結び付けるなど、空き家及びその敷地の活用促進を図ります。 

 

（４）関係制度の利用促進 

ア 空き家の活用に対する支援 

 空き家及びその敷地の流通を促進するため、活用希望者に対する必要な支援を行い

ます。 

 

イ 空き家情報バンクの利用促進 

 「北海道空き家情報バンク」を周知し、空家等の活用促進を図ります。 

 

ウ 住み替え制度の利用促進 

 「マイホーム借上げ制度」や、金融機関等が行う住み替えへの支援等について相談

窓口で情報提供するなど、住み替え制度の利用を促進します。 

 

相 不 拡 

相 不 継 

管 相 不 新 

情 継 

情 継 

経 拡 
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（５）適切な管理の促進 

ア 関係団体等との連携 

 空き家管理に関して、遠方に居住している場合や身体的理由で管理ができない場合

に、所有者等に対する空き家管理の選択肢の一つとなるよう、空き家の管理を行う関

係団体等と連携することで適切な管理を促します。 

 

イ 所有者等への情報提供等 

 空き家所有者に対し、適切な管理を促進するため、情報提供や助言等を行うとと

もに、管理不全空家等の所有者に対し、国の管理指針に即し、特定空家等となるこ

とを未然に防ぐため必要な措置をとるよう指導を行います。 

 

（６）特定空家等の解消促進 

ア 危険な空き家の解体に対する支援 

 地域住民の生命、財産、生活環境等に著しく影響を及ぼすおそれのある特定空家等

について、除却を促進するために必要な支援を行います。 

 

イ 所有者等への助言・指導 

 特定空家等の所有者等に対し、改善に向けた必要な措置をとるよう、助言・指導を

行います。 

 

ウ 財産管理制度の活用等 

 所有者の所在が不明の場合や既に死亡している場合など、管理すべき主体が存在し

ない空家等については、周辺への悪影響の状況等を踏まえ、財産管理制度を活用し、

問題解消を目指します。 

 

  

管 不 新 

所 管 情 継 

経 継 

管 継 

管 新 
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第２節 具体的取組の一覧 

 具体的取組と各課題についての関係を表５－１にまとめました。 

 また、ここで挙げた具体的取組にとどまらず、計画期間中も社会情勢に合った対策

を随時考えていく必要があると考えます。 

 
表５－１ 具体的取組と各課題  

　 　

空き家ガイドブック
の作成 〇 〇 〇

リーフレット等の作成 〇 〇 〇

地域に出向いた
出前講座の実施 〇 〇

ワンストップ相談窓口
の充実 〇 〇

他団体主催のイベント等に

おける相談窓口の実施 〇 〇

所

有

者

情

報

の

外

部

提

供

空き家マッチング
システム 〇 〇 〇

空き家の活用
に対する支援 〇

空き家情報バンクの
利用促進 〇

住み替え制度
の利用促進 〇

関係団体等との連携 〇 〇

所有者等への
情報提供等 〇 〇 〇

危険な空き家の解体
に対する支援 〇

所有者等への
助言・指導 〇

財産管理制度
の活用等 〇

適
切
な
管
理

の
促
進

情
報
発
信

の
充
実

相
談
体
制

の
整
備

関
係
制
度
の
利
用
促
進

特
定
空
家
等
の
解
消
促
進

所 管 情 経 相 不
課題

具体的取組
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第３節 管理不全空家等及び特定空家等の認定及び措置 

 国の基本指針では、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環

境の保全を図る観点から、特定空家等の状態に応じて必要な措置を講ずることが望まし

いとされています。 

 管理不全空家等及び特定空家等に認定した場合、所有者等自らの意思による改善を促

すため、法に基づく指導等を行います。 

 

（１）判断基準 

 管理不全空家等及び特定空家等の判断に当たっては、国が示した「「管理不全空家等

及び特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針」（以下「ガ

イドライン」という。）に基づいて行うこととし、春先特有の強風や落雪、凍上等の地

域特性について十分勘案するものとします。 

参考  

１ 特定空家等と認められる状態（ガイドラインより抜粋） 

（ｲ）そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

（ﾛ）そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

（ﾊ）適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

（ﾆ）その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

２ 管理不全空家等と認められる状態（ガイドラインより抜粋） 

 適切な管理が行われないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当すること

となるおそれのある状態 

（２）管理不全空家等及び特定空家等の調査 

 現地調査や苦情、相談等で把握した空家等のうち、地域住民の生活環境に悪影響を及

ぼしている空家等、またはそのようなおそれのある空家等について別に定める「帯広市

管理不全空家等及び特定空家等判定調査票」により、管理不全空家等及び特定空家等の

調査を行います。 
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（３）特定空家等の認定及び措置（助言・指導、勧告、命令及び代執行） 

 管理不全空家等及び特定空家等の認定については、調査結果及び「帯広市特定空家等

認定会議」において協議した上で判断するものとし、管理不全空家等と認定された所有

者等に対しては指導、特定空家等と認定された所有者等に対しては、助言・指導の措置

を行います。指導してもなお状態が改善されない場合の勧告及び特定空家等はさらに命

令及び代執行の実施について、「帯広市特定空家等認定会議」において協議した上で判

断します。 

 また、行政代執行法第３条第３項では、非常の場合又は危険切迫の場合において、命

令の内容の実施について緊急の必要があり、戒告及び代執行令書による通知の手続をと

る暇がない時は、その手続を経ないで代執行をすることができると規定されています。

このような場合、状況に応じて関係課と連携し、法令に基づいて対応します。  
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第４節 帯広市の空家等対策の実施体制 

（１）帯広市の空家等対策の実施体制 

ア 住まいの総合相談窓口 

 空き家を含む住宅の支援制度に関する相談などを一元的にまとめた「住まいの総

合相談窓口」や関係団体等と連携した「ワンストップ相談窓口」による専門的な相

談対応のほか、他団体主催のイベント等での相談対応を実施します。 

 

イ 帯広市空家等対策連携会議 

 庁内関係部署で構成する「帯広市空家等対策連携会議」を定期的に開催し、空家

等に関する情報を共有するなど、庁内関係課が連携して空家等対策を円滑に推進し

ます。 

 

ウ 帯広市特定空家等認定会議 

 庁内関係部署で構成する「帯広市特定空家等認定会議」において、管理不全空家

等及び特定空家等の認定や措置を協議します。 

 

（２）関係団体との連携 

 令和５年８月に、空家等対策の推進に関する協定を「公益社団法人北海道宅地建

物取引業協会帯広支部」と結びました。本協定では、双方協力のもと、空家等の発

生抑制、活用及び適正管理の促進などの総合的な対策を推進し、安全・安心して暮

らせるまちづくりや良好な生活環境の保全に寄与することを目指します。 

 また、今後、他の関係団体との連携強化についても検討していきます。 
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第６章 成果指標 

 本計画を評価するため、次の成果指標を設けます。 

（１）成果指標 

 空き家の利活用・除却件数は平成 28 年度から令和４年度において、年平均約 200 件

となっていることから、本計画の施策を推進することで、本計画期間内において、利活

用・除却件数の累計が 2,100 件を超えることを目指します。 

 
表８－１ 利活用・除却件数の実績 

（２）評価 

 毎年度空家等の調査を実施し、進捗状況を把握するとともに、帯広市空家等対策連携

会議において、取組の評価・検証を行います。 

 

 

  

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 年平均

利活用件数（件） 125 104 112 121

除却件数（件） 74 106 102 110

合計（件） 176 179 198 199 210 214 231 201
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資料編 
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資料編 

用語の定義 

 空家等： 

 建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない

ことが常態であるもの及びその敷地（おおむね１年以上使用されていないもの）を

いいます。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除きま

す。 

 

 特定空家等： 

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生

上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景

観を損なっている状態またはその他周辺の生活環境の保全を図るために放置するこ

とが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。 

 

 管理不全空家等： 

 適切な管理が行われないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当するこ

ととなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいいます。 

 

 空き家予備軍： 

 将来、住み替えなどにより空き家になる可能性がある高齢単身世帯や高齢夫婦世帯

が居住する戸建て住宅をいいます。 
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帯広市空家等対策連携会議設置基準 

帯広市空家等対策連携会議設置基準 

 （設置） 

第１条 空家等がもたらす問題を解消するには、防災、衛生、景観等多岐にわたる政策課題

に横断的に応える必要があることから、関係部局が連携して空家等対策に対応できる体

制の構築及び情報の共有を目的として、帯広市空家等対策連携会議（以下「会議」という。）

を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）空家等対策に関する連携・役割の整理に関すること。 

（２）空家等の活用に関すること。 

（３）特定空家等の対策に関すること。 

（４）空家等の情報共有に関すること。 

 （組織） 

第３条 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長及び副委員長は次の表に掲げる職にある者をもって充て、委員は次の表に掲げ

る課の担当者をもって充てる。 

委 員 長 都市環境部都市建築室建築開発課長 

副 委 員 長 都市環境部都市建築室建築開発課長補佐又は住まい宅地係長 

委 員 

 

政策推進部税務室資産税課、総務部総務室総務課、総務部危機対策室危

機対策課、市民福祉部地域福祉室市民活動課、市民福祉部地域福祉室地

域福祉課、市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課、経済部商業労働室商

業労働課、経済部観光交流室観光交流課、農政部農政室農村振興課、都

市環境部都市建築室都市政策課、都市環境部土木室管理課、都市環境部

土木室道路維持課、都市環境部環境室環境課、都市環境部環境室清掃事

業課、上下水道部経営室料金課、とかち圏広域消防事務組合帯広消防署

予防課 

 （委員長及び副委員長の職務） 

第４条 委員長は、会議の事務を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 

 （専門部会） 

第６条 特定課題について専門的に調査・検討その他作業を行うために、会議に専門部会を

置くことができる。 

２ 専門部会の構成員、職務その他必要な事項は、会議において定める。 

 （事務局） 

第７条 会議の事務局は、都市環境部都市建築室建築開発課に置く。 

 （雑則） 

第８条 この基準に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この基準は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

 この基準は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

 この基準は、令和５年４月１日から施行する。 
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